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ＷＨＯ（世界保健機関）における中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ） 

に関する緊急委員会の結果について 

 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

さて、今般、ＷＨＯは６月１６日に中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）に関する

緊急委員会を開催し、別添の報告書を公表した旨、別添のとおり日本医師会よ

り情報提供がありました。  

本声明では、感染が他国にも広がるおそれがある「国際的な公衆の保健上の

緊急事態（ＰＨＥＩＣ）」には該当しないとしておりますが、ＷＨＯの会見で

は、各国に対して、感染を想定して対策を徹底するよう要請しております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 
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ＷＨＯ（世界保健機関）における中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ） 

に関する緊急委員会の結果について 

 

ＷＨＯは６月１６日に緊急委員会を開催し、別添の報告書を公表しました

ので、取り急ぎ情報提供いたします。 

本声明では、感染が他国にも広がるおそれがある「国際的な公衆の保健上

の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）」には該当しないとしておりますが、ＷＨＯの会

見では、各国に対して、感染を想定して対策を徹底するよう要請しておりま

す。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管

下郡市区医師会、関係医療機関等に対する情報提供について、ご高配のほど

よろしくお願い申し上げます。 
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WHO（世界保健機関）における中東呼吸器症候群（MERS） 

に関する緊急委員会の結果について 
 

  

６月 13 日の WHO 韓国合同調査結果を踏まえ、６月 16 日、WHO において、今回の流行

が、国際的な公衆の保健上の緊急事態（PHEIC）に該当するかどうか、専門家による緊

急委員会で検討されていましたが、現時点では PHEIC には該当しないとの見解を含む

報告書が公表されましたので、お知らせします。 

 

 

（添付資料） 

WHO statement on the Ninth Meeting of the IHR Emergency Committee regarding 

MERS-CoV  

平成２７年６月 17 日 

【照会先】 

健康局結核感染症課 

感染症情報管理室長     宮川祐昭二 （２３８９） 

課長補佐報管理室長     中谷祐貴子 （２３７３） 

（代表電話） 03（5253）1111  

（直通電話） 03（3595）2257 
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第９回MERS-CoVに関する IHR緊急委員会によるWHO声明 

（仮意訳：日本医師会） 

 

中東呼吸器症候群コロナウイルス（MERS-CoV）に関する国際保健規則（IHR 2005）

により、緊急委員会（EC）の第九回会合が行われた。 

WHO事務局は最近の事例と韓国・中国の感染例、関連リスク評価、制御および予防

措置を含む疫学的・科学的展開などについて最新の知見を共有した。 

韓国WHO MERS合同ミッションに参加した委員会の委員と顧問は、その経験に

基づいて、それらの状況を共有するため招集された。 

委員会は、韓国のMERS-CoVの感染の主な要因と評価を述べた。 

 

1. 医療従事者と一般市民のMERSに対する意識の欠如。 

2. 病院での感染予防と制御対策が適切な状況になかったこと。 

3. 病院内の混雑した場所や、複数病床のある病室におけるMERS感染患者の近

くでの長時間の接触。 

4. 複数の病院でのケアを求めている実状。（ドクターショッピング） 

5. 感染した患者と同じ病室で、多くの来客や家族がともに過ごす習慣による二

次感染の助長。 

 

委員会は、韓国が IHRに則り感染した渡航者についての情報を迅速に中国に提供

したことが、中国の早急な対応・隔離・個々に対するケアの提供等を可能にしたと

評価した。 

委員会は、遺伝子配列上、中東からのウイルスと比較し、韓国の事例から得られ

たウイルスに有意な変化はなかったと指摘した。これらのウイルスの潜在的な遺伝

的変化の継続的モニタリングが重要である。今回の流行では、MERS-CoVの感染が

強く医療現場（healthcare setting）に関連している。この面では、衛生当局は効果

的な感染予防と防御対策が常に整え、あらゆる可能な努力をする必要性を強調して

いる。 

感染地域については、持続的に流行している証拠はない。委員会は、流行を止め

るための、接触者の特定および感染者（潜伏期間中）が適切に隔離・監視され移動

しないようにする手順と努力などを含む今後の公衆衛生対策が、症例の発生率の低

下に結び付くことに注目している。 

しかし、確実な感染の遮断、不明な感染経路の特定など、なお綿密なモニタリン

グが必要な厳しい状況変化はない。 

今後数週間経で、発生の初期段階では確認されなかった接触者の状況を含む追加

症例が明らかになる。 



国外に渡航した疑いや報告が確認された場合、該当国はそのような可能性がない

か早急に監視・確認することが重要である。 

委員会は、MERS-CoVに関する人々の知識には、大きな格差があることに留意し、

継続的な研究が重要であると示した。 

委員会は、今回の流行は、非常に人々の移動が頻繁な現代において、すべての国

が常にこの発生、およびその他の重大な感染症の予期しない発生の可能性に備え、

準備を強化するよう注意喚起を促すものであることを表明した。 

現在の状況は、健康と他の主要分野との連携を高めるために、情報伝達を強化す

る必要性があることを強く示している。 

委員会は、これまでの声明iを改めて表明し、韓国WHO合同ミッションの推奨事

項iiに対して強い支持を示した。 

委員会としては、国際的な緊急事態宣言には該当しないと結論付けた。 

この結論に至った理由として、韓国が感染確認後に大規模感染の制御のために組

織的に行動をとったことを指摘した。具体的には、感染者の不適切な移動を止める

ための効果的な手段、感染の疑いのある者との連絡など、接触者の識別および適切

な隔離と監視を強化するため複数の手段を用いたことである。 

委員会の助言と現在入手可能な情報に基づき、WHOは委員会の評価を採択する

とともに、そのはたらきに感謝した。 

WHOは、今回の事態に対して旅行や貿易に関する制限の適用を推奨していない

が、発生地域への移動に際して、MERS-CoVに関する意識を高めることは公衆衛生

上有用である。 

 

 

※日本医師会による仮意訳ですので、正確な記述、内容に関しては原文をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
i http://www.who.int/ihr/ihr_ec_2013/en/ 

 
ii http://www.wpro.who.int/mediacentre/mers-hlmsg/en/ 
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